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中
頓
別
町
国
民
健
康
保
険
病
院
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
令
和
7
年
度
に

外
部
機
関
に
委
託
し
た
経
営
分
析
の

結
果
を
踏
ま
え
、
地
域
に
必
要
な
医

療
機
能
を
ど
の
よ
う
に
持
続
可
能
な

形
で
残
す
の
か
、
検
討
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
今
月
号
で
は
、
病
院
が
直
面
す
る

課
題
か
ら
、
経
営
分
析
の
内
容
、
今

後
の
検
討
方
向
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

現
状
と
課
題

　
中
頓
別
町
国
民
健
康
保
険
病
院
は
、

外
来
診
療
の
ほ
か
、
介
護
施
設
等
入

所
者
の
体
調
が
悪
化
し
た
際
の
受
け

皿
の
役
割
も
担
っ
て
お
り
、
地
域
に

欠
か
せ
な
い
医
療
機
関
と
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
経
営
面
で
は
厳
し

い
状
況
が
続
い
て
お
り
、
現
状
の
ま

ま
で
病
院
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
医
療
従
事
者
の
確
保
も
深
刻
な
問

題
で
す
。
特
に
看
護
師
は
直
接
雇
用

に
よ
る
確
保
が
難
し
い
状
況
が
続
い

て
お
り
、
派
遣
の
看
護
師
へ
の
依
存

が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結

果
、
看
護
師
の
配
置
基
準
を
満
た
せ

な
く
な
り
、
現
在
、
特
別
入
院

基
本
料
（
※
）
の
算
定
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

今
後
の
検
討
で
は
、
看
護
体
制

の
維
持
が
可
能
か
を
見
極
め
る

こ
と
も
重
要
で
す
。
派
遣
の
看

護
師
を
減
ら
し
て
経
費
も
減
ら

す
だ
け
で
な
く
、
派
遣
体
制
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
配
置

基
準
と
総
コ
ス
ト
の
両
方
を
引

き
下
げ
る
方
法
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
入
院
機
能
は
、
一
般
的
な
急

性
期
病
院
と
し
て
の
機
能
だ
け

で
は
な
く
、
高
齢
者
医
療
や
介

護
施
設
等
入
所
者
の
状
態
悪
化

時
の
一
時
受
け
入
れ
、
療
養
支

援
な
ど
の
地
域
の
受
け
皿
と
し

て
の
役
割
が
大
き
く
、
地
域
包

括
ケ
ア
の
一
部
を
担
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
病
院
単
体
で

改
革
を
進
め
て
い
く
の
で
は
な

く
、
介
護
施
設
と
の
連
携
を
含

め
た
地
域
全
体
の
体
制
と
し
て

見
直
し
を
進
め
、
必
要
な
医
療

機
能
を
持
続
可
能
な
形
で
残
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

中頓別町国民健康保険病院のこれから

遠隔診療の実証を進めます！
　中頓別町国民健康保険病院の訪問看護事業は、看護師不足により令和 7
年 2月から休止状態となっており、在宅療養のニーズに答えられない状況
となっています。
　現場の看護師が医師の遠隔支援を受けて高度な検査等を行う「遠隔診療」
を実施することにより、休止中の訪問看護事業を再開し質の高い在宅医療
体制の構築を目指していきます。

（※）看護師の配置基準を満たさない場合、入院基本料が大幅に引き下げられ、    
           入院収入に大きく影響するもの。
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5
つ
の
検
討
案

　
令
和
7
年
度
の
経
営
分
析
の
結
果

に
基
づ
き
、
5
つ
の
案
を
比
較
・
検

討
し
て
い
ま
す
。（
上
表
参
照
）

　
①
案
は
、
現
在
の
病
院
形
態
と
病

床
数
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
必

要
な
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
、
看
護
体

制
の
確
保
と
経
費
が
課
題
と
な
り
ま

す
。

　
②
案
と
③
案
は
一
定
の
病
床
数
を

維
持
し
つ
つ
、
制
度
上
診
療
所
化
す

る
こ
と
に
よ
り
運
営
を
柔
軟
化
さ
せ
、

人
員
配
置
を
効
率
化
す
る
方
向
で
す
。

特
に
③
案
は
、
病
棟
と
外
来
の
一
元

化
に
よ
っ
て
必
要
人
員
の
圧
縮
を
図

り
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
の
業
務
運

営
や
看
護
配
置
の
見
直
し
を
伴
う
た

め
、
院
内
の
運
用
設
計
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
病
床
が
維
持
さ
れ

る
た
め
、
看
護
体
制
の
確
保
が
課
題

と
し
て
残
り
ま
す
。

　
④
案
は
、
入
院
機
能
を
廃
止
し
、

外
来
中
心
に
再
編
す
る
案
で
あ
り
、

収
支
改
善
が
見
込
め
る
一
方
、
介
護

施
設
等
で
の
急
性
増
悪
時
の
受
け
皿

機
能
が
失
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、

状
態
悪
化
時
の
搬
送
先
確
保
、
施
設
・

家
族
へ
の
負
担
緩
和
な
ど
、
地
域
の

医
療
・
介
護
連
携
の
再
設
計
と
一
体

で
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
⑤
案
は
、④
案
に
加
え
て
介
護
医
療

院
を
廃
止
し
、
人
員
配
置
の
最
小
化

を
目
指
す
も
の
で
す
。
よ
り
大
き
な

収
支
改
善
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、
救

急
を
含
め
、
休
日
・
夜
間
の
対
応
が

で
き
な
い
こ
と
に
加
え
、
介
護
医
療

院
利
用
者
の
転
院
等
の
対
応
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

　
中
頓
別
町
に
必
要
な
医
療
機
能
を

持
続
可
能
な
形
で
残
し
て
い
く
た
め
、

庁
内
で
検
討
組
織
を
つ
く
り
、
5
月

か
ら
は
専
任
職
員
を
配
置
し
て
検
討

を
進
め
て
い
ま
す
。

　
病
院
単
体
で
改
革
を
行
う
の
で
は

な
く
、
介
護
施
設
の
改
革
も
同
時
に

行
い
、
医
療
と
介
護
の
一
体
的
な
仕

組
み
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　
今
後
も
5
つ
の
案
に
つ
い
て
町
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
丁
寧
に
お
聞
き

し
な
が
ら
改
革
に
取
り
組
み
ま
す
。

5つの検討案

①現状維持案 ②有床診療所化案
③有床診療所化＋ 
　病棟外来一元化案 ④無床診療所化案

⑤無床診療所化案 
(人員最小化案)

医療機関の形態 病院 診療所 診療所 診療所 診療所
入院機能 維持 一定の病床を残存 一定の病床を残存 廃止 廃止
休日・夜間対応 有 有 有 有 無
看護の人員体制 派遣依存(特別入院基

本料算定中)
定数の緩和 病棟と外来を一体的

に再編
一定程度の削減 大幅削減

主なメリット 現在医療機能を維持 病床を残し、運営の柔
軟性が向上

人員を合理化し病床
を残す

収支が改善、在宅中
心の医療体制へ転換
が可能

④よりもさらに収支
改善効果が大きい

主な課題 看護体制の確保が困難
であり、経費負担や人
員確保の面で課題が大
きい

看護体制の維持が必要
であり、①と同様の課
題が残る

業務運営設計が必要
であり、病床運営方
針の決定が重要

入院場所の確保、地
域の医療・介護連携
の再設計が必要

④に加え、休日・夜
間の対応や介護医療
院利用者の転院等の
対応が必要

5案の概算収支比較(単位：千円)
【医業収益】 170,180 173,180 173,180 138,180 102,710
　　入院収益 43,700 46,700 46,700 0 0
　　外来収益 68,210 68,210 68,210 73,210 73,210
　　その他医業収益 58,270 58,270 58,270 64,970 29,500
【医業費用】 496,970 470,970 434,970 390,970 241,740
　　給与費 361,880 345,880 315,880 287,880 171,170
　　材料費 34,180 32,180 31,180 24,180 13,850
　　経費 56,470 48,470 43,470 35,470 12,850
　　その他費用 44,440 44,440 44,440 43,440 43,870
医業収支差額 -326,790 -297,790 -261,790 -252,790 -139,030


